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令和６年９月 27 日 
 

人権講演会「LGBTQって何だろう？」を開催 
－性の多様性に関する理解の促進と人権意識の高揚を図りますー 

 

燕市は、差別や偏見のない社会の実現を目指して、人権尊重への理解を深めるための

講演会「LGBTQ って何だろう？～性の多様性について一緒に考えてみませんか？～」

を 11 月 2 日に開催します。当日は、「LGBTQ ここラテにいがた」代表で新潟市パート

ナーシップ宣誓第一号のあやかさんを講師に迎え、パートナーとともに、ご自身の経験

にもとづき講話をいただきます。本講演会を通して、性の多様性に関する理解の促進と

人権意識の高揚を図ります。 
 

【燕市人権講演会「LGBTQって何だろう？」の概要】 

1.日  時：11 月 2 日（土） 

午後 2 時～3 時 30 分（受付：午後 1 時 30 分～） 

2.会  場：燕市中央公民館 3 階 中ホール 

3.講  師：あやかさん（LGBTQ ここラテにいがた代表   

新潟市パートナーシップ宣誓第一号） 

      ※当日はパートナーのまさよさん（LGBTQ ここラテにいがた）も 

ご一緒です。 

4.演  題：「LGBTQ って何だろう？～性の多様性について一緒に考えてみませんか？～」 

5.入 場 料：無料 

6.対  象：どなたでも聴講いただけます。 

7.定  員：80 名（要申込、先着順） 

8.申込期間：10 月１日（火）～25 日（金） 

9.申込方法：①申込フォーム ②電話・FAX ③郵送・窓口 

            申込書は、燕市役所市民課、燕・分水サービスコーナー、中央公民館、 

燕・吉田図書館に設置してあります。 

市公式ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

  

 

 

 
本件についてのお問い合わせ先 

市民生活部 市民課：富所 

電話：0256－77－8107（直通） 

 

 

▲講師のあやかさん(右)と 
パートナーのまさよさん(左) 

 

 
▲市公式 
 ホームページ 

 

【新潟市パートナーシップ宣誓制度とは】 

「新潟市人権教育・啓発推進計画」の理念に基づき、性的マイノリティのカップルが、

本人の希望により、パートナーシップ関係であると宣誓したことなどを認める制度。

令和 2 年 4 月 1 日より開始された。 

▲申込フォーム 


